
令和２年１２月１７日 

                    智頭町教育委員会事務局の連絡先 ０８５８－７５－３１１２ 

【緊急連絡先】 

保育園：12/29～1/3 は ０９０－１６８９－４４６２ へ（教育課公用携帯） 

学 校：土日祝日及び 12/29～1/3 は学校公用携帯へ 

（小学校）０８０－６３０２－０２７３ 

（中学校）０８０－６３０２－０１５４ 

詳細は 

県新型コロナ感染症特設サイト 

「相談方法がかわりました」⇒ 

（土日祝日含む） 

（12/29～1/3 除く） 

 

公用携帯につながらない場合

は、役場代表へ。 

 

 

 

全国的に新型コロナウィルス感染者が増加しています。保育園・学校では、皆様のご協力も得

て、感染症対策を講じて日々の教育活動を進めることができています。 

しかしながら、年末年始を迎えるにあたり、県をまたいだ移動も予想され、感染拡大も心配さ

れるところです。自らを感染から守り、拡大させないためにも、ご家庭で今一度下記の点につい

て意識して感染予防の行動をとっていただきたいと思います。 

 

感染予防の行動を 

・こまめに石けんやアルコール消毒液で手洗いする（帰宅時や食事前は特に大切） 

・マスクを着用する(親しい間柄でも帰省者等と接する場合) 

・体調管理、健康観察、行動記録（特に県外との往来が避けられない場合）をする 

・「三つの密（密閉、密集、密接）を」避ける 

・こまめに換気する（１５分ごとに対角線の窓や扉を開放） 

・人と人との感染防止距離（おおむね２ｍ）を取る 

・県外地域との往来については慎重に検討する 

 

正しい情報の確認と冷静な行動を 
 鳥取県のウェブページなどから正確な情報を確認し、不確かな情報に惑わされない冷静な行

動を引き続きお願いします。 

 誤解や偏見は差別につながります。情報を軽はずみに拡散させることも誹謗中傷等の人権侵

害につながります。いずれも許されないことです。 

感染症は、誰もが感染する可能性があります。互いに思いやり、治療に専念できる支え合い

の気持ちを持ちましょう。 
 

 

相談が必要な場合は・・・ 

 

Ａ 感染の疑い（発熱等の症状が出た）がある場合 

   ◆まず 事前にかかりつけ医に連絡する(電話・FAX など) 

      ※連絡先に迷う場合 ⇒ 受診相談センターへ（受付時間 9:00～17:15）             

電話 ０１２０－５６７－４９２ 

                  FAX ０８５７－２２－８１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 陽性者と接触した可能性があり心配な場合 

   ◆接触者等相談センターへ相談する 

東部：鳥取市保健所内０８５７－２２－５６２５（8:30～17:15） 

智頭町内 保育園園児・小中学校児童生徒・保護者・学校関係者の皆様へ 

智頭町教育委員会 

新型コロナウィルス感染症対策のお願い 

受検前
．
に 園・学校へ連絡 結果を園・学校へ連絡 

ＰＣＲ検査を受ける場合 

医療機関の指示に従う

（入院・自宅療養等） 

差し替え版 


